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平成15年 3月28日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

議
会
訓
令

◯
秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
・
議
会
事

務
局
総
務
課
）

◯
秋
田
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
二
・
議
会
事
務
局
総
務

課
）議

会
告
示

◯
秋
田
県
議
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
二
・

議
会
事
務
局
総
務
課
）

◯
秋
田
県
議
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
三
・
議

会
事
務
局
総
務
課
）

秋
田
県
議
会
訓
令
第
一
号

事

務

局

一

般
　

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
津
　
谷
　
永
　
光
　

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
年
十
月
一
日
制
定
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
議
事
課

第
二
条
第
一
項
中
「
議
事
調
査
課
」
を
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

政
務
調
査
課
」

第
二
条
の
二
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
「
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
室
」

及
び
「
又
は
室
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
総
務
課
の
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を

第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
議
長
会
議
及
び
局
長
会
議
」
を

「
議
員
の
資
産
等
の
公
開
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
身
分
」
を

「
履
歴
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第

七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
総
務
課
の
項
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十
八
号
中
「
局

内
」
を
「
局
内
各
課
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
九
号
中
「
そ
の
他
議
事

調
査
課
の
所
掌
」
を
「
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
課
の
所
管
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

十
五
号
と
し
、
同
条
第
一
項
議
事
調
査
課
の
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
政
務

調
査
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
全
員
協
議
会
」
を
「
総

括
質
疑
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
調
製
」
を
「
調
製
等
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
議

案
の
審
査
資
料
の
収
集
及
び
調
査
」
を
「
議
員
の
派
遣
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号

ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十
七
号
中
「
そ
の
他
」
を
「
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
を
削
り
、
同
項
中
「
議
事
調
査
課
」
を
「
議
事
課
」

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

政
務
調
査
課

一
　
県
行
政
に
係
る
政
策
、
法
令
等
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
議
案
、
請
願
、
陳
情
等
の
調
査
又
は
審
査
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
議
員
提
出
議
案
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
の
政
務
調
査
活
動
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
会
派
の
政
務
調
査
活
動
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
例
規
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
訴
訟
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
等
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
政
務
調
査
費
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
各
種
資
料
の
収
集
、
保
存
及
び
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
行
政
文
書
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
図
書
室
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
議
会
史
の
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
調
査
、
広
報
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
二
項
を
削
る
。

１

議
　
会
　
訓
　
令
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第
五
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
、
「
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

第
七
条
第
四
号
中
「（
室
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
及
び
第
二
十
五
条
中
「
総
務
部

長
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
局
長
」
と
、
第
十
条
第
二
項
」
に
、
「
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四

条
」
を
「
及
び
第
二
十
三
条
」
に
、
「
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
」
を
「
及
び
第
十
八

条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
、
第
二
十
五
条
中
「
総
務
部
長
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
局
長
」
と
」
を
削

る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
議
会
訓
令
第
二
号

事

務

局

一

般
　

秋
田
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
津
　
谷
　
永
　
光
　

秋
田
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
議
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
及
び
室
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
又
は
室
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中

「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
又
は
室
」

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
一
号
中
「
課
長
又
は
室
長
」
を
「
課
の
長
（
以
下
「
課
長
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
議
事
調
査
課
に
」
を
「
課
に
」
に
、
「
議
事
調
査
課
長
」
を
「
当
該
課
長
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
議
事
調
査
課
」
を
「
課
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
議
事
調
査
課
に
」
を
「
課
に
」
に
、
「
議
事
調
査
課
長
」
を
「
当
該
課
長
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
郵
便
物
」
の
下
に
「
そ
の
他
送
達
に
要
し
た
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
が
議
事
調
査
課
に
関
係
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
行
政
文
書
を
議

事
調
査
課
長
」
を
「
を
主
務
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

二
以
上
の
課
に
関
係
の
あ
る
行
政
文
書
は
、
総
務
課
長
が
最
も
関
係
が
深
い
と
認
め
る
課
長
に

配
布
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

課
長
は
、
総
務
課
長
か
ら
配
布
を
受
け
た
文
書
又
は
直
接
受
領
し
た
文
書
の
う
ち
、
他
の
課
に

関
係
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
写
し
を
当
該
課
長
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
議
事
調
査
課
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

文
書
記
号
は
、
課
長
が
総
務
課
長
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
四
十
一
条
第
六
項
中
「
、
室
長
」
を
削
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
総
務
課
長
の
承
認
を
受
け
て
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
を
削
る
。

別
表
第
二
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
中
「

」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
議
会
告
示
第
二
号

秋
田
県
議
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
津
　
谷
　
永
　
光
　

秋
田
県
議
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
議
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
議
会
告
示

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
秋
田
県
議
会
事
務
局
総
務
課
広
報
資
料
室
」
を
「
秋
田
県
議
会
図
書
室
」

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

２

海
外
研
修
　
　
　
海
外
事
情
調
査

・
室
長

事
務
担
当
課
室
　
　
　
事
務
担
当
課

課
（
室
）

課事
務
担
当
課
室
　
　
　
事
務
担
当
課
　
　
　
　
秋
田
県
議
会
事
務
局
　
　
　
　

議
　
会
　
告
　
示
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」
を
「

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
、

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
議
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
に

定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
議
会
告
示
第
三
号

秋
田
県
議
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
津
　
谷
　
永
　
光
　

秋
田
県
議
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
議
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
議
会
告
示
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
十
八
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
議
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
に
定

め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

課
（
室
）

秋
田
県
議
会
事
務
局
　
　
　
　
課

事
務
担
当
課
室
　
　
　
事
務
担
当
課

課
（
室
）

課

事
務
担
当
課
（
室
）

事
務
担
当
課

課
（
室
）

班
　
　
　
課
　
　
　
　
班
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